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社会保険労務士が教える！

給与明細から社会保障制度を学ぼう
ある日突然働けなくなってしまったら…家計はどうなる？
公的制度と保険の活用法

お買い物上手になれる！？
電子マネーとポイ活でキャッシュレスライフ

地域通貨ってご存じですか？
お買い物で地域を応援しよう！
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「
給
与
」
と
は
、
労
働
に
対
し
て
会
社
か
ら
支

払
わ
れ
る
報
酬
の
こ
と
で
、
基
本
給
に
加
え
残

業
代
や
各
種
手
当
、
ボ
ー
ナ
ス
な
ど
の
全
て
の

お
金
が
含
ま
れ
ま
す
。
給
与
の
内
容
を
理
解
で

き
た
ら
、
早
速
給
与
明
細
を
見
て
い
き
ま
し
ょ

う
。
給
与
明
細
は
、大
き
く
「
勤
怠
」「
支
給
」「
控

除
」
の
３
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
か
れ
て
い
ま

す
。
ま
ず
勤
怠
欄
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、

出
勤
・
欠
勤
日
数
、
残
業
時
間
、
有
給
利
用
日

数
な
ど
で
、
給
与
計
算
の
も
と
に
な
る
も
の
で

す
。
ま
ず
、
こ
れ
ら
に
間
違
い
が
な
い
か
確
認

し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
次
に
支
給
欄
で
す
が
、
こ
こ
に
は
基
本
給
の

ほ
か
、
残
業
手
当
や
通
勤
手
当
な
ど
、
会
社
か

ら
支
払
わ
れ
る
金
額
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

法
律
上
、
会
社
が
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

手
当
は
残
業
手
当
・
深
夜
労
働
手
当
・
休
日
出

勤
手
当
の
３
つ
で
、
通
勤
手
当
や
家
族
手
当
な

ど
は
任
意
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
、

給
与
と
は
？

新年度を迎えて約1カ月。新しい部署に異動した方や、給与が支給された方もいらっしゃるのでは。

給与からは毎月社会保険料や税金が引かれており、「給与明細」にはその項目が記載されています。

今回は、社会保険労務士が給与明細の見方を解説。この機会に給与明細を改めてしっかり見てみましょう。

　
最
後
に
控
除
欄
で
す
が
、
こ
こ
に
は
給
与
か

ら
会
社
が
自
動
的
に
天
引
き
し
て
い
る
も
の
が

記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
健
康
保
険
料
、
厚
生
年

金
保
険
料
・
雇
用
保
険
料
、
所
得
税
、
住
民
税

が
こ
れ
に
当
た
り
、
40
歳
以
上
に
な
る
と
介
護

保
険
料
も
差
し
引
か
れ
ま
す
。
健
康
保
険
料
・

介
護
保
険
料
・
厚
生
年
金
保
険
料
・
雇
用
保
険

料
は
社
会
保
険
料
と
呼
ば
れ
、
社
会
保
障
制
度

の
財
源
と
な
っ
て
い
ま
す
。
せ
っ
か
く
給
与
か

ら
保
険
料
を
納
付
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
ど

ん
な
と
き
に
ど
ん
な
保
障
が
受
け
ら
れ
る
の
か
、

理
解
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

出
典

：

厚
生
労
働
省
「
社
会
保
障
と
は
な
に
か
」

https://w
w
w
.m
hlw
.go.jp/stf/new

page_21479.htm
l

　
社
会
保
障
制
度
と
は
、「
国
民
の
『
安
心
』
や

生
活
の
『
安
定
』
を
支
え
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
。

社
会
保
険
、
社
会
福
祉
、
公
的
扶
助
、
保
険
医
療
・

公
衆
衛
生
か
ら
な
り
、
人
々
の
生
活
を
生
涯
に
わ

た
っ
て
支
え
る
も
の
で
あ
る
。」
と
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
病
気
や
ケ
ガ
、
一
家
の
働
き
手
の
死
亡

な
ど
に
よ
り
生
活
が
変
わ
る
と
、
と
て
も
不
安
に

な
る
も
の
で
す
。
そ
ん
な
と
き
、
子
ど
も
か
ら
子

育
て
世
代
、
お
年
寄
り
ま
で
、
全
て
の
人
々
の
生

活
を
生
涯
に
わ
た
っ
て
支
え
て
く
れ
る
社
会
保
障

は
、
と
て
も
心
強
い
存
在
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
ど
の

よ
う
な
給
付
が
あ
る
の
か
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

健
康
保
険
ー
医
療
費
以
外
に
も
出
産
・

死
亡
に
関
す
る
給
付
金
あ
り

　
健
康
保
険
は
、「
国
民
皆
保
険
制
度
」
に
基
づ

く
医
療
保
険
で
す
。
こ
の
制
度
は
、
病
気
や
ケ
ガ

に
よ
る
高
額
な
医
療
費
の
負
担
を
軽
減
し
て
く
れ

る
公
的
医
療
保
険
制
度
で
、
日
本
で
は
全
て
の
国

民
が
加
入
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
医
療
機
関
を
受
診
す
る
と
き
、
保
険
証
の
提

出
を
求
め
ら
れ
ま
す
ね
。
保
険
証
を
使
え
ば
、
公

的
保
険
適
用
内
の
治
療
で
あ
れ
ば
症
状
の
程
度
に

か
か
わ
ら
ず
、
原
則
３
割
の
自
己
負
担
で
済
み
ま

す
。
こ
れ
は
公
的
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
か

ら
な
の
で
す
。

　
ま
た
、
同
一
の
月
に
か
か
っ
た
医
療
費
の
自
己

負
担
額
が
高
額
に
な
っ
た
場
合
、
自
己
負
担
額
の

上
限
を
超
え
た
分
が
後
で
払
い
戻
さ
れ
る
「
高
額

療
養
費
制
度
」
や
、
医
療
費
が
高
額
に
な
る
こ
と

が
事
前
に
分
か
っ
て
い
る
場
合
に
は
、「
限
度
額
適

用
認
定
証
」
を
使
用
す
る
こ
と
で
ひ
と
月
の
支
払

額
を
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
に
抑
え
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
医
療
費
以
外
に
も
、
病
気
や
ケ
ガ
で
働
け
な
い

と
き
の 

傷
病
手
当
金
、
出
産
し
た
と
き
の
出
産
手

当
金
（
給
与
の
３
分
の
２
程
度
）
や
出
産
育
児
一
時

金
（
50
万
円
）、死
亡
し
た
と
き
の
埋
葬
料
（
５
万
円
）

な
ど
が
給
付
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
配
偶
者
や
子
・

孫
な
ど
の
被
扶
養
者
に
つ
い
て
も
病
気
・
け
が
・
出

産
・
死
亡
の
際
に
保
険
給
付
が
行
わ
れ
ま
す
。

※

1
受
給
期
間

：

支
給
を
開
始
し
た
日
か
ら
通
算
し
て
1
年
6
ヵ
月

※

2
受
給
期
間

：

出
産
日
（
出
産
が
予
定
日
よ
り
後
に
な
っ
た
場
合

は
、
出
産
予
定
日
）
以
前
42
日
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
は
98
日
）
か
ら
出

産
日
の
翌
日
以
降
56
日
ま
で
の
範
囲
内

給与明細から
社会保障制度を

学ぼう

■社会保障制度の財源

健康保険料 介護保険料

雇用保険料厚生年金保険料

社会保険料

自己負担額の上限を超えた分を
払い戻し

1日あたり= 直近12カ月の
平均標準報酬月額 ×

1/30 ×2/3

自己負担限度額までに抑える

限度額適用認定証

死亡したときの埋葬料

高額療養費制度

給与の３分の２程度

50万円

5万円

出産育児一時金

出産手当金

傷病手当金

社
会
保
障
制
度
と
は

ど
ん
な
仕
組
み
な
の
？

ギモン01

さまざまな
給付金

社会保険労務士が教える！
特  
集

　国民全員が公的医療保
険制度に加入する「国民
皆保険」によって、病気や
ケガの際は、所得の多い・
少ないにかかわらず必要な
医療を平等に受けることが
できます。

P O I N T

ギモン02

モデルケース：40 代・男性・既婚子ども２人

給料 = 基本給

ボーナス

現物支給

各種手当
残業手当、休日出勤手当、
役職手当、住宅手当、家族
手当、通勤手当、皆勤手当
…など

給  与
労働の見返りとして

支払われるすべてのもの

※

1

※

2

所定日数 出勤日数 休日出勤日数 法休日数 有休消化日数 欠勤日数 特休日数 休業日数 出勤時間 有休残

残業1.25 残業1.0 超過0.25 深夜 休出 法休 遅刻早退回数 遅刻早退時間 有休時間 在宅回数

基本給 役職手当

残業1.25 残業1.0 超過0.25 深夜 休出 法休

遅刻早退控除 欠勤控除 非課税通勤 課税通勤

課税合計 非課税合計 総支給額合計

健康保険 介護保険 厚生年金 雇用保険 社会保険調整 社会保険合計 課税対象額 所得税 住民税

共済会費 積立年金 通勤費

控除計 控除合計

累積課税合計 差引支給額

勤
怠

支
給

控
除

記
事

19.00

0 0

0 0 0

0 0 0 0

350,000

928,200

24,250

1,000 5,000 22,430

59,680 136,167

336,263

4,125 45,750 2,362 76,487 373,513 11,150 20,1000

22,430

450,000 22,430 472,430

100,000

0：00

0.00

0：00 0：00 0：00 0：00 0：00 0.000：00 8：00

18.00 0.00 0.00 5.00 143：000.00

0.00

39.001.00 0.00

給与明細書

［記事監修］社会保険労務士・野村 明弘
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健
康
保
険
料
と
厚
生
年
金
保
険
料
は

労
使
折
半

　
社
会
保
障
は
困
っ
た
と
き
の
セ
ー
フ
テ
ィ

ネ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
き
ま
し
た
が
、

そ
の
保
険
料
は
ど
の
よ
う
に
決
め
ら
れ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。 保

険
料
は

ど
う
や
っ
て
決
ま
る
の
？

税
金
の
内
訳
に
は

何
が
あ
る
の
？ 　

ま
ず
、
健
康
保
険
料
と
介
護
保
険
料
、
厚
生

年
金
保
険
料
は
、
従
業
員
の
標
準
報
酬
月
額
（
毎

年
4
月
〜
６
月
の
平
均
給
与
）
と
、
会
社
が
所
属

す
る
健
康
保
険
組
合
・
厚
生
労
働
省
が
そ
れ
ぞ

れ
定
め
た
保
険
料
率
で
決
ま
り
ま
す
。
決
定
し

た
保
険
料
は
い
ず
れ
も
会
社
と
従
業
員
で
50
％

ず
つ
負
担
し
て
い
ま
す
。
健
康
保
険
に
は
、一
般

　
給
与
か
ら
控
除
さ
れ
る
も
の
に
は
、
社
会
保
険

料
の
ほ
か
に
所
得
税
と
住
民
税
の
2
つ
の
税
金
が

あ
り
、
給
与
か
ら
社
会
保
険
料
合
計
額
を
除
い
た

額
に
か
け
ら
れ
ま
す
。

所
得
税
ー
税
額
は
実
は
概
算
。

年
末
調
整
で
戻
っ
て
く
る
か
も
？

　
所
得
税
と
は
、
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で

の
個
人
の
収
入
に
対
し
て
か
か
る
税
金
で
、
国
に
納

め
ま
す
。
所
得
が
多
い
人
ほ
ど
税
率
が
高
く
な
る

累
進
課
税
制
度
が
適
用
さ
れ
て
い
て
、
所
得
に
応

じ
て
５
％
〜
45
％
の
税
率
が
か
け
ら
れ
ま
す
。
ま

た
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
必
要
な
財
源

を
確
保
す
る
た
め
、
令
和
19
年
12
月
31
日
ま
で
は

所
得
税
の
2.

1
％
の
復
興
特
別
所
得
税
が
同
時
に

徴
収
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
所
得
税
は
、
源
泉
徴
収
と
い
う
形
で
給
与
か
ら

差
し
引
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
年
の
1
月
1
日

か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
所
得
を
元
に
計
算
さ
れ
ま

す
。
年
収
が
確
定
し
て
初
め
て
所
得
税
額
も
決
ま

る
の
で
、
そ
れ
ま
で
に
収
め
た
概
算
の
税
額
と
実

際
の
税
額
が
異
な
る
場
合
が
出
て
き
ま
す
。
そ
こ

で
、
会
社
で
は
年
末
調
整
を
行
い
、
正
確
な
所
得

税
額
を
計
算
し
ま
す
。
差
額
に
つ
い
て
は
、
不
足

し
て
い
た
場
合
は
追
納
、
納
め
す
ぎ
て
い
た
場
合

は
還
付
金
と
し
て
戻
っ
て
き
ま
す
。

住
民
税
ー
行
政
サ
ー
ビ
ス
を

維
持
す
る
た
め
の
財
源

　
住
民
税
と
は
、
自
分
が
住
ん
で
い
る
自
治
体
の

公
共
サ
ー
ビ
ス
を
維
持
す
る
た
め
の
財
源
と
な
る

税
金
で
す
。
住
民
税
は
、
前
年
の
収
入
か
ら
控
除

額
を
差
し
引
い
た
残
り
の
金
額
に
対
し
て
か
か
る

税
金
で
、
税
率
は
一
律
10
%
（
区
市
町
村
民
税

６
％
、
道
府
県
民
税
・
都
民
税
４
％
）
で
す
。

　
住
民
税
は
、
６
月
に
そ
の
年
の
税
額
の
決
定
通

知
書
が
送
付
さ
れ
、
6
月
か
ら
翌
年
5
月
に
か
け

て
12
回
に
分
け
て
納
付
し
ま
す
。
会
社
員
の
場
合

は
会
社
が
本
人
の
代
わ
り
に
納
税
し
て
お
り
、
こ

の
方
法
は
「
特
別
徴
収
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
新
入

社
員
の
場
合
は
２
年
目
の
６
月
か
ら
天
引
き
が
始

ま
る
の
で
、
手
取
り
が
少
な
く
な
る
と
い
う
現
象

が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

介
護
保
険
ー
一
定
の
条
件
で

40
歳
か
ら
で
も
適
用
さ
れ
る

　
40
歳
以
上
に
な
る
と
、
介
護
保
険
に
加
入
し

介
護
保
険
料
を
納
付
す
る
義
務
が
生
じ
ま
す
。

介
護
保
険
は
、
65
歳
以
上
の
方
が
要
支
援
・
要

介
護
状
態
に
な
っ
た
と
き
、
訪
問
介
護
や
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
自

己
負
担
1
割
で
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で

す
。
さ
ら
に
、
40
歳
か
ら
64
歳
の
現
役
世
代
の

方
が
末
期
が
ん
や
関
節
リ
ウ
マ
チ
な
ど
の
特
定

疾
病
が
原
因
で
要
介
護
・
要
支
援
状
態
に
な
っ

た
と
き
も
、
同
様
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

出
典

：

厚
生
労
働
省
「
介
護
保
険
制
度
に
つ
い
て
」

https://w
w
w
.m
hlw
.go.jp/file/06-Seisakujouhou-

12300000-R
oukenkyoku/2gou_leaflet.pdf

公
的
年
金
ー
老
後
だ
け
で
な
く
、

現
役
世
代
と
家
族
で
も
受
け
取
れ
る

　
日
本
で
は
、
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
全
て
の
国

民
が
公
的
年
金
に
加
入
す
る
「
国
民
皆
年
金
」
と

い
う
制
度
が
あ
り
ま
す
。
厚
生
年
金
は
会
社
な
ど

に
勤
務
す
る
人
が
対
象
で
、
全
て
の
年
金
加
入
者

が
加
入
す
る
「
国
民
年
金
（
基
礎
年
金
）」
に
加

え
て
加
入
す
る
も
の
で
す
。
現
在
で
は
、
老
後
の

生
活
費
と
し
て
65
歳
以
上
に
な
っ
た
ら
年
金
を
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
、
も
ら
え
る
年
金
額
は
、
加

入
期
間
や
給
与
に
よ
っ
て
人
に
よ
り
大
き
く
異
な

り
ま
す
。

　
こ
こ
で
よ
く
見
落
と
さ
れ
が
ち
な
の
は
、
年
金

を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
老
後
だ
け
で
は

な
い
と
い
う
点
で
す
。
公
的
年
金
の
給
付
の
種
類

に
は「
老
齢
年
金
」の
ほ
か
に「
障
害
年
金
」と「
遺

族
年
金
」
の
２
種
類
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
何
ら
か

の
事
情
で
そ
れ
ま
で
の
収
入
が
得
ら
れ
な
く

な
っ
た
と
き
の
備
え
に
な
り
ま
す
。

　
ま
ず
障
害
年
金
は
、
病
気
や
ケ
ガ
で
働
け
な
く

な
っ
た
と
き
に
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
年
金
で

す
。
さ
ら
に
、
子
ど
も
や
配
偶
者
が
い
る
場
合
は

加
給
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
次
に
遺
族
年
金
は
、
加
入
者
が
亡
く
な
っ
た

と
き
に
遺
族
の
生
活
を
支
え
る
た
め
に
支
給
さ

れ
る
年
金
で
す
。
老
齢
年
金
や
障
害
年
金
は
、

年
金
制
度
の
加
入
者
が
年
金
を
受
け
取
る
制
度

で
あ
る
の
に
対
し
、
遺
族
年
金
は
家
族
が
受
け

取
る
年
金
に
な
り
ま
す
。
亡
く
な
っ
た
と
き
に
18

歳
以
下
の
子
ど
も
が
い
る
場
合
は
、
遺
族
基
礎
年

金
と
遺
族
厚
生
年
金
の
両
方
か
ら
年
金
が
支
給
さ

れ
ま
す
。
た
だ
し
、
障
害
年
金
は
障
害
の
程
度
な

ど
支
給
要
件
が
細
か
く
決
め
ら
れ
て
い
る
の
で
制

度
を
よ
く
理
解
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

出
典

：

日
本
年
金
機
構

https://w
w
w
.nenkin.go.jp/service/jukyu/

tetsuduki/shougai/jukyu/20141222.htm
l

雇
用
保
険

ー
失
業
し
た
時
の
備
え

　　
雇
用
保
険
と
は
、
失
業
な
ど
で
収
入
が
な
く

な
っ
た
と
き
に
、
生
活
の
安
定
や
再
就
職
を
後

押
し
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
制
度
で
す
。
正

社
員
や
パ
ー
ト
、
派
遣
な
ど
の
雇
用
形
態
に
か

か
わ
ら
ず
、
1
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
20
時

間
以
上
で
、
31
日
以
上
雇
用
さ
れ
る
見
込
み
が

あ
れ
ば
、
誰
で
も
被
保
険
者
に
な
り
ま
す
。

　
給
付
に
は
失
業
手
当
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
他
に
も
再
就
職
し
た
と
き
に
給
付
さ
れ

る
手
当
、
職
業
訓
練
の
た
め
の
手
当
、
育
児
休

業
給
付
金
や
介
護
休
業
給
付
金
な
ど
の
よ
う
に

継
続
し
て
働
き
続
け
ら
れ
る
よ
う
援
助
す
る
た

め
の
手
当
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

50% 50%

　業務や通勤途中の事故によるケガや病
気、障害、死亡に対し、従業員やその家族
に保険給付を行う「労災保険」という社会保
障制度もあります。この保険料は会社が全額
負担しています。

　社会保険料を払う一番のメリッ
トは、扶養家族は保険料を負担し
なくても年金や健康保険が保証さ
れている点です。自分だけでなく、
自分に何かあったときの家族の生活
もサポートしてくれる社会保障は、
非常にありがたい制度です。いざと
いうときの公的保障の内容をチェッ
クして、不足する部分は民間保険
でカバーするようにしましょう。

P O I N T

ま と め

企
業
が
加
入
す
る
協
会
け
ん
ぽ
と
、
大
企
業
が

加
入
す
る
組
合
健
保
が
あ
り
、
協
会
け
ん
ぽ
の

料
率
は
都
道
府
県
ご
と
、
組
合
健
保
の
料
率
は

組
合
ご
と
に
異
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
令
和
４
年
４
月
現
在
、
協
会
け
ん
ぽ
の

東
京
の
保
険
料
率
は
9.

81
％
、
介
護
保
険
料
は
令

和
5
年
3
月
分
か
ら
1.

82
％
、
厚
生
年
金
保
険
料

率
は
18.

3
％
で
す
。
こ
の
３
つ
を
足
す
と
約
30
％

と
な
り
、
納
付
は
労
使
折
半
な
の
で
、
社
会
保
険

料
は
給
与
の
約
15
％
が
目
安
に
な
り
ま
す
。

出
典

：

東
京
都
令
和
４
年
３
月
分
（
４
月
納
付
分
）
か
ら
の
健
康

保
険
・
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
料
額
表

https://w
w
w
.kyoukaikenpo.or.jp/~/m

edia/Files/
shared/hokenryou ritu/r4/ippan/r40213tokyo.pdf

雇
用
保
険
料
は

会
社
が
多
く
負
担

　
次
に
雇
用
保
険
で
す
が
、
こ
れ
は
従
業
員
よ

り
会
社
が
多
く
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
雇
用
保
険
料
率
は
事
業
の
種
類
ご
と
に
決

め
ら
れ
て
お
り
、
令
和
5
年
度
現
在
の
一
般
の

事
業
の
保
険
料
率
は
1.

55
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
う
ち
事
業
主
が
0.

95
％
を
、
労
働
者
が

0.

6
％
を
負
担
し
ま
す
。

出
典

：

令
和
4
年
度
の
雇
用
保
険
料
率

https://w
w
w
.m
hlw
.go.jp/content/001050206.pdf

従業員

■健康保険料・厚生年金保険料は労使折半

ギモン03ギモン04

勤務先の会社と
被保険者自身と
が半々で負担す
ること

労使折半とは？
ろう   し   せっ ぱん

遺族年金 障害年金

3つの
年金制度

老齢年金

遺族年金

障害年金

会社

07 06



09 08

　新型コロナウイルス感染症の影響で、非接触の取り組みはぐんと進んだように思い
ます。キャッシュレス決済は衛生面において安心感がありますね。
　一方、現金のように目に見えないので、お金を使っている感覚が湧きにくい点は
注意するポイントではないでしょうか。
　クレジットカード、バーコード決済、ポイント支払い…現金以外の支払方法が
たくさんある現代。便利な一方で、お金を使いすぎないように自制心をしっかり持つこと・
責任感を求められているような気がします。

最近は、さまざまなキャッシュレス決済がありますよね。お買い物や
食事に行った時、対応している決済方法がお店ごとで違うなんてことも。
さて日本にはどんな種類の電子マネーがあるのでしょうか？

お買い物上手になれる！？
電子マネーとポイ活でキャッシュレスライフ

YouTube
連動

電子マネーの種類＊

　事前にお金をチャージ
し、チャージした金額の範
囲内で買い物ができる。

　事前に紐づけておいた
預金口座から引き落としさ
れるタイプの電子マネー。

後払い式。電子マネーにクレジッ
トカードを登録し、クレジットカード
の利用額に合算して請求される。

　ここで実際に本誌の編集委員が行っているお買い物事例をご紹介します。ポイントが
付与されるサービスは複数ありますが、使い分けると生活費の補助になるのでおすすめです！

　「ポイントが失効してしまう」ということで、本来買わなく
てもいいものをついつい買ってしまったり、ポイントで足り
ない部分をポイント以外でも支払ったりすることがありませ
んか？ポチっとする前に「本当に今必要なのかな？」
と一旦立ち止まって考えてみましょう。

　楽天が開催する「お買い物マラソン」期間中に
買い物をすることで、通常時よりも還元率の高い

ポイントをゲット。
　ふるさと納税も合わせてこの期間に
行うと、数千ポイントが付与されます！

　子どもが着なくなった服などを出品、その売上
をメルペイとして受け取ってメルカリ内でのお買
い物に使う。
　自分がいらなくなった物でお買い物
ができるのはお得ですね。

今回のテーマはYouTubeでも
配信しています！
ぜひご覧ください。

ポイントを活用してお買い物上手に

　キャッシュレス決済のなかにはポイントが付与されるサービスもあります。
せっかくなのでお得にポイントを活用してみたいですよね。

成人年齢の引き下げ
によって、18歳から
親の同意無しにクレ
ジットカードが作れ
るようになりました。
使いすぎや支払方式
などに気をつけよう。

デビット型プリペイド型 ポストペイ型

　電子マネーによってはユーザー間の送金もできるので、お小遣いの電子マネー化も…？

期間限定ポイントに
ご注意

うれしいポイント付与！でも…

買い物に利用！
メルカリで売上をポイントで受け取り

お買い物マラソン
ポイント還元率がどんどん上がる Part 2Part 1

節約のつもりが貯まっ
たポイントで買いすぎ
ちゃったりすることも
あるので、要注意！

　民間の保険会社では、就業不能保険を販売しているので活用してみてはいかがで
しょうか。特定の病気のみ給付金を支給するタイプや、どのような病気・ケガでも給付
金を支給するタイプなど、内容はさまざまです。
　そして、ご自身の収入が得られなくなった時に困ることによって選ぶ商品は変わって
きます。また保険会社によって種類が異なるため、自分で調べるとなると結構大変！
そんな時はぜひお近くの「保険見直し本舗」へ！コンサルティングアドバイザーが、
さまざまな商品からご希望に合わせたプランをご提案いたします。

ある日突然働けなくなってしまったら…家計はどうなる？
公的制度と保険の活用法

YouTube
連動

収入が途絶えたら受給できる公的制度はある？

　収入が得られないことで困ることは人それぞれ。
今回はそのような時に受けられる公的制度のお話です。

今回のテーマはYouTubeでも
配信しています！
ぜひご覧ください。

欠勤

支給 支給

欠勤 欠勤出勤

支給開始日

❶傷病手当金
　健康保険の被保険者が、業務外で生じた病気やケガによっ
て働くことができない状態になった時に、給与の約2/3に相
当する額を通算で最長1年6カ月間もらうことができる制度。
※会社員が対象で、国民健康保険納付者と被雇用者は対象外。
　途中で出勤した場合でも働けない期間の扱いとされ、給付
金が支給されます。

　障害年金は傷病手当期間が満了する1年6カ月後からしか受け取れません。
　しかし、国民年金納付者は傷病手当金が無い一方で、障害年金を受け取れるのは上記の期間が過ぎてから。
フリーランスの方は収入が無い状況、自営業の方は従業員にお給料が支払えない場合があるかもしれません。

❷障害年金
　病気やケガによって日常生活や仕事に制限を受けている
状態の人が受給できる制度。年金を払っていないと受け取
ることができません。1 級、2 級、3 級と度合いによって分
かれており、3級は基礎年金のみの受給になります。

受給できる公的制度

3つの年金制度の
内の1つです

さっき教えて
もらいましたね

公的保障だけでまかなえない場合は？

［1級］

障害厚生年金

＋
障害基礎年金

障害厚生年金
＋

障害基礎年金 障害基礎年金

［2級］ ［3級］

会社員・公務員（厚生年金加入者）の障害年金

支給日から通算して1年6カ月まで支給がされる

重 軽障害の程度

◎支給される期間　※支給開始日が令和2年7月2日以降の場合

例えば明日働けなくなったとしたら、
どんなことが困りますか？

障害年金でもらえる金額は？
　年金を支払って受けられる制度なの
で、自身のお給料によって受け取れる
金額は変わります。
　日本年金機構のHPもぜひご覧ください。

自分の
身の回りのこと

子どもの
お世話

経済面

精神面…

3つの
年金制度

老齢年金
遺族年金

障害年金



「あんとー！」の想いで
地域を活気づけるデジタル地域通貨

特徴は？
　決済完了後に「あんとー！」という声がアプリから流れる「さるぼぼコイン」、これは飛騨地域の
方言で「ありがとう」という意味です。このデジタル地域通貨は、地元の金融機関である「飛騨信用
組合」が運用しており、チャージ時にチャージ額の1％がポイント付与されます。スーパーなど日々
のお買い物の決済時には、お店独自ポイントもしっかりつきますし、ユーザー間で送金できる機能
は、サークル活動などでメンバー間での小銭のやりとりが不要となって使いやすいと好評です。
他にも、さるぼぼコインでしか買えないグルメや宿泊プランなどの“裏メニュー”もあるんですよ。

利用者の感想は？
　ユーザー層が30代から60代の女性と幅広く、高齢者の方の利用も多いです。地域内でお
金が循環することに「プチ」社会貢献しているという気持ちを持ってくださっているようで、「地
域のためになっている」という声をよく耳にします。決済直後にお店へテキストでメッセージを送
れる機能があるんですが、ユーザーから「コロナを乗り越えてくださいね」などのメッセージが届
き、地域の人に支えられている、元気づけられたという声がお店からも上がっています。

今後の目標は？
　旅行プランにさるぼぼコインを組み入れて地域外からお金を引き込んだり、ユーザーがより
使いやすいプランが増えていくとよいですね。また、行政データと組み合わせて、公平公正な
施策を目指した自治体の課題解決に活用できると良いなと思います。

地域活動×地域内消費で
区民に愛着を持ってもらえるアプリに

特徴は？
　キャッシュレス商品券事業として始まり、初年度は30％のプレミアム付きでした。現在
19億5千円分完売し利用されています。板橋区民約54万人の1割弱が利用している計算です。
今後は行政も交え、行政ポイントとして「一日何キロ歩いた」など健康促進の努力をした方に、
買い物に使えるポイントを付与する取り組みも始める予定です。区内在宅・通勤の方が対象で
したが、2023年1月より誰でも利用可能になっています。

利用者の感想は？
　電子化の取り組みは良いというお声をいただいています。利用者は30～50代の方が多い
ですね。元々は紙の商品券の企画から始まったので板橋区商店街連合会の加盟店で使える
紙のプレミアム商品券も並行して販売していました。そのため、高齢の方からは紙の商品
券の方が良いというご意見もあります。でもデジタルも頑張ってやってみようというお声も
結構ありますよ。

今後の目標は？
　2023年度はキャッシュバック系の施策を行い、初年度以上に加盟店や利用者の数を増やして
いきたいですね。またキャッシュだけではなく、ボランティア活動にも行政ポイントが
ついて買い物に使えるといった、区内で循環できるような仕組みにもしていきたいです。区民
の方に愛着を持っていただき広まっていくといいですね。

高山市 総務部行政経営課　山田 雅彦さん

　最近、買い物や外食の際にキャッシュレスで支払いをすることが増えた、という方も多いのでは？
コロナ禍で非接触の流れが進み、キャッシュレス化が一気に普及したと考えられています。そんな中、注目を集めて
いるのが「地域通貨」。地域経済の活性化などを目的に地域限定で流通・利用できる通貨で、従来の紙に代わり
アプリ版が各自治体で続々登場しています。今回は、編集部イチオシのデジタル地域通貨をご紹介します！

板橋区商店街連合会 専務理事　白石 淳さん

地域特集

●リリース時期：2017年12月
●対象エリア：高山市・飛騨市・

白川村
●ダウンロード数：52,000件
●ユーザー数：約29,000人
●加 盟 店 数：約1,900店
●累計決済額：約78億円　

（2023年2月末時点）※高山市調べ

（2023年2月末時点）※板橋区調べ

！
地域通貨ってご存じですか？

さるぼぼコイン

いたばし Pay

●リリース時期：2022年10月
●対象エリア：東京都板橋区
●ダウンロード数：約45,000件
●アクティブユーザー数：約23,000人
●加 盟 店 数：約1,000店
●累計決済額：15億円

お話を伺った方

お話を伺った方

東京都板橋区

岐阜県高山市

DATA

DATA

写真提供：高山市

写真提供：板橋区
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. 保険のご提案で心掛けていることは？
A.保険は商品ではありますが、「販売する」ことより「考
え方を伝える」ことを意識しています。お客様によって
は、2時間のご相談のうち保険の話は30分もしないことが
あるくらいです。

. 仕事のやりがいは？
A.お客様一人一人に合わせてお話しする内容が異なり、
お客様から教えていただくことも多いところにやりがい
を感じます。

. 個人と法人への提案の違いは？
A.個人の場合は、家計を担っている大黒柱の方が亡く
なった時にご家族の方が困るという観点で、法人の場合
は、経営者が亡くなった時に従業員の方が困るという観点
でお話しします。個人のお客様には、「生活費が大変です
よね」という内容、法人のお客様には従業員の給料をどう
やって支払うか、借金をどうやって返していくかという内
容が中心です。お話しする内容は違うのですが、考え方は
ほとんど同じかなと思います。

. 法人提案で印象的だったことは？
A.法人保険を提案する際に決算書類を拝見するのです
が、大学で専攻していた会計学を生かして気づいた点を
お伝えしたところ、経営者の方が気づかなかった箇所が
あり有益な情報となったため、そこから信頼をいただけ
たことです。

. これからの目標は？
A.お客様が話されること以外の部分も聞くことです。お客
様自身は保険と関係がないと思われている話が、意外と
重要な場合も多いので。保険の話以外にも不動産や資産
形成などをもっと包括的に話せるようになるのがこれから
目指す人物像だと思っています。

. 実は〇〇なんです
A.フラッシュ暗算ができます。2桁ずつを、多分5回～10回く
らいまではできると思います。昔そろばんをやっていて全国
大会に出たことがあり、その影響かもしれません。

. お休みの日は何している？
A.土日は仕事になることが多いので、できるだけたくさん
子どもと遊ぶようにしています。

. 子育てで気づいたことは？
A.3人目の子どもが生まれて初めて気づいたのですが、日
本は4人で生活するのが前提となっていることが多いです
ね。車や公共機関、ファ
ミレスのテーブル席も4
人が前提だと思います。
それ以上だと行く場所や
移動手段が限られること
に気づきました。

「保険を見直したい」「新たに保険に加入したい」というお客様のご要望に寄り添いながら、

ライフプランや必要な保障について一緒に考え、ぴったりな保険をご提案するコンサルティングアドバイザー。

今回は、第一線で活躍する4名に仕事への向き合い方やプライべートなことなどをインタビューしました。I n t e r v i ewインタビュー

保
険
の
話
以
外
に
も

包
括
的
に
話
せ
る
よ
う
に

な
り
た
い

古山  直樹01 FURUYAMA NAOKI

3人の子どもたちとお出かけ

［所属エリア］関東中央エリア
神田駅前店

生損保コンサルティング部門

お
客
様
に
と
っ
て

な
ん
で
も
相
談
で
き
る

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に

上野  雄一郎03
［所属エリア］北陸・甲信越エリア

イオンモール高崎店

生損保コンサルティング部門

. アドバイザーになったきっかけは？
A.周りに保険会社で働いている方が多く、いろいろな話を
聞いていくうちに保険というものに興味を持ったことがきっ
かけです。就職活動の際には一社専属の保険会社にも面接
に行ったのですが、お客様のニーズに応えるということを
考えた時に、当社のような複数の保険会社を取り扱ってい
る会社で働きたいと思い今に至ります。

. 仕事をするうえで大切にしていることは？
A.お客様が何を目的にご来店されたのか、どのようなご
意向なのかということをしっかり聞くことです。伺った
内容を踏まえ、過不足がないかを念頭に置いてコンサル
ティングをさせていただいています。

. 印象的なエピソードは？
A.数年前にご契約いただいたお客様からご連絡があった時
に、名前を覚えていてくださったことがうれしかったです。やは
り「保険」＝「私」というところで印象づけてくださっていると
思うので、今後も名前を覚えていただけるように頑張ってまい
ります。

. 日々どのように仕事していますか？
A.シフトで出勤している時以外は結構自由な時間が多い
のですが、自分で時間のコントロールをしていかないと効
率が悪くなるので、時間の管理には注意しています。

. 商品知識をどのように身につけていますか？
A.商品が毎年のように変わるので、新商品の説明を受け

る際、各保険会社の違いも踏まえてお客様に伝える要件
を勉強しています。

. 仕事で大変だと感じるときは？
A.急きょアポイントが入り、なかなか予定通りにいかない日が
あったりする点が少し大変だと思います。ただイレギュラーな
事態が発生しても柔軟に対応できるよう日々準備しています。

. これからの目標は？
A.新規のお客様だけではなく、既契約者様からのご紹介
や追加のご相談が増えていくようなアドバイザーになり
たいと思っています。

. お休みの日は何している？
A.毎年、友人とスノーボードに行っています。夏季休暇には沖
縄へも行きました。ダイビングなど海に入って楽しみましたね。

. 苦手なことはありますか？
A.ピーナッツとグリーンピースが苦手です。においと食感がだめで…。

. エリアでお気に入りスポットは？
A.店舗近くにある「海
幸」というお寿司屋さん
です。いつもすごく並ん
でいるのですが、おいし
いのでぜひ行ってみてく
ださい。

傾
聴
を
意
識
し
、

お
客
様
に
過
不
足
な
い

コ
ン
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ル
テ
ィ
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グ
を

後神  壮一郎02
夏季休暇に沖縄へ

ダイビング

［所属エリア］東関東エリア
北砂アリオ店

生損保コンサルティング部門

パ
ン
フ
レ
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に
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り
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く
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え
た
い

山﨑  智子04
［所属エリア］西関東エリア

ピーコック経堂店

損保コンサルティング部門

. アドバイザーになったきっかけは？
A.以前は一社専属の保険会社に勤めていたのですが、複数
の保険商品を取り扱えたら自分のスキルの幅が広がると
思ったのがきっかけです。

. お客様対応で心掛けていることは？
A.お客様のご様子は自分の振る舞いの鏡だと思ってお話し
しています。

. 仕事のやりがいは？
A.既契約者様から、ご紹介や追加のご相談をいただいた
ときですね。

. アドバイザーをしていて感じることは？
A.良いことや悲しいこと、さまざまなことがあります。人生と
同じで思った通りにはなりませんが、自分が行動した通りには
必ずなるものなので、やりがいは感じる仕事だと思います。

. お休みの日は何している？
A.植物が好きで、ビカクシダという植物を収集しています。自宅に
80株ほどあり、その世話をしています。最初は花を育てていたので
すが、だんだんかっこいいものを求めていくうちに今に至りました。
あとは小さい子どもがいるので、一緒に遊んで過ごしています。

. お子様に金融教育をするとしたら？
A.親が教えるとしたら、例えばある程度まとまったお金を

渡して、それを自由に使ってみなさいというような教育が
いいかなと思っています。稼ぐことももちろん大切です
が、お金自身にも働いてもらうことが大事ということを伝
えたいです。

. これからの目標は？
A.元々はビカクシダのショップをやりたいと思っていまし
た。そこで保険を取り扱えたら面白いかなと。なので、保険
だけではなく、なんでも相談できるアドバイザーになりたい
と思っています。

. 苦手なことはありますか？
A.虫が苦手です。怖いので…。

. 植物に虫がつきませんか？
A.つきます。ふたを開ける時が一番怖くて外で開けるように
しています。外で虫と出会うのはそんなに怖くないのです
が、やっぱり家の中だと怖いですね（笑）。

. エリアのお気に入りスポットは？
A.川場の道の駅（川場田
園プラザ）が落ち着いた
感じで好きですね。ぜひ
行ってみてください。

趣味のビカクシダ栽培

. 損保専門になる前は？
A.以前は生命保険もご提案していましたが、自分では生
命保険より損害保険の方が得意だなと感じていました。
当社への損害保険のご相談が増えてきたこともあり、損
保専門のアドバイザーの業務に就くことになりました。

. 仕事をするうえで大切にしていることは？
A.スピード感です。その日・その時にどうしても聞きた
い、疑問を解決したいというお客様が大半なので、受け
取った疑問点には素早く対応できるようにしています。

. 仕事のやりがいは？
A.お客様から「ありがとう」と言っていただけることが一
番うれしいです。また、「損保ってよくわからない」と言
われることが多いのですが、そういうお客様へパンフレッ
トに載っていないようなことをいかにわかりやすく伝える
かを意識しています。そのことでお客様が保険について
考えてくださるときに喜びを感じます。

. 損保の魅力は？
A.会社によって補償範囲や補償対象が少しずつ違っていた
りするので、お客様が何を大事にされているかによってご
案内する内容が変わってくるところです。

. 火災・自動車以外のご相談は？
A.けがの保険や、損保会社が扱っている働けなくなっ
た時の保険もあります。補償期間が1年間など生命保険
より短いパターンが多いのですが、短期でお考えの場

合、損保会社で加入したいという方も結構いらっしゃ
います。

. これからの目標は？
A.学ぶべきこと・やるべきことがすごく多いので、知識をとに
かく吸収すること・ブラッシュアップしていくことです。それ
によって新しく入社してきた方や損保が苦手という方に、損
保の魅力を伝えられる立場になれるよう成長したいです。

. お休みの日は何している？
A.観劇とコンサートが好きでよく行っています。その年に
よって偏りはあるのですが、2022年は洋楽アーティストの
コンサートにたくさん行きました。

. どの洋楽アーティストのコンサートへ？
A.レディー・ガガとマルーン5、ブルーノ・マーズに行
きましたね。特にマルーン5が念願だったので、ひたす
らメンバーの名前を叫んでいました。でも、彼らが何を
言っているかは全然わからないんですよ。英語を勉強し
ないといけないかな？と思いつつ、ワーッって言ってい
ます（笑）。

好きなアクセサリーを身につけて
コンサートへ

GOKAN SOICHIROYAMASAKI TOMOKO

UENO YUICHIRO

YouTube版も
あります！
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ブックマーク・
チャンネル登録
お願いします

公式HP
（求人HP直通）

求人詳細・応募はこちらから

編 集 後 記

　
新
年
度
か
ら
一
カ
月
が
経
ち
、
新
し
い
環
境
で

生
活
を
始
め
る
方
も
、
そ
う
で
は
な
い
方
も
、

ま
だ
な
ん
と
な
く
そ
わ
そ
わ
さ
れ
て
い
る
頃
で

し
ょ
う
か
。

　
今
号
で
は
「
始
ま
り
」
を
意
識
し
て
、
社
会
人

で
あ
れ
ば
多
く
の
方
が
目
に
触
れ
る
給
与
明
細
の

見
方
に
つ
い
て
フ
ォ
ー
カ
ス
し
ま
し
た
。

　
社
会
保
障
？ 

公
民
の
授
業
で
習
っ
た
気
が
す

る
よ
う
な
し
な
い
よ
う
な…

。
そ
う
思
う
方
も

き
っ
と
少
な
く
な
い
は
ず
。

　
私
自
身
、
自
分
が
今
ま
で
「
お
給
料
」
と
呼
ん

で
い
た
も
の
は
、
各
種
手
当
が
含
ま
れ
て
い
る

「
給
与
」
だ
っ
た
の
ね…

な
ど
、
大
変
今
更
で
す
が

学
び
な
お
す
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
そ
し
て
給
与
明
細
か
ら
色
々
と
差
し
引
か
れ
て

い
る
各
項
目
。
今
ま
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
ま
ま

で
い
ま
し
た
が
、
記
事
の
執
筆
に
あ
た
り
社
会

保
険
労
務
士
の
野
村
先
生
に
非
常
に
丁
寧
に
解
説

し
て
い
た
だ
い
た
お
か
げ
で
、
ど
の
よ
う
な
仕
組

み
な
の
か
・
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
の
か
と

い
う
点
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
監
修

い
た
だ
い
た
野
村
先
生
、
お
忙
し
い
中
ご
協
力

賜
り
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
地
域
特
集
で
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
厳
し
く
な
っ
た

地
域
内
の
経
済
活
動
を
盛
り
上
げ
る
た
め
の
取
り

組
み
を
さ
れ
て
い
る
方
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
ま

し
た
。　

い
ず
れ
も
地
元
を
も
っ
と
活
発
に
し
た
い
と
い

う
想
い
が
伝
わ
っ
て
き
た
取
材
で
し
た
。
皆
様
も
、

ぜ
ひ
お
住
ま
い
の
地
域
通
貨
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
て

く
だ
さ
い
ね
。

　
旅
行
で
、
買
い
物
で
、
き
っ
か
け
は
た
く
さ
ん

あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
足
を
運
ん
で
み
て

く
だ
さ
い
！

　
そ
し
て
今
回
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
、
損
害
保
険
専
任
の
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
が
登
場
し
て
い
ま
す
。「
保
険
見
直
し
本

舗
」
は
、
生
命
保
険
・
損
害
保
険
・
少
額
短
期
保

険
を
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
の
で
、
気
に
な
る
こ
と
・

知
り
た
い
こ
と
が
あ
れ
ば
何
で
も
ご
相
談
く
だ

さ
い
！　

さ
て
「Irodori Biyori

」
で
は
皆
さ
ん
の
お
金

や
暮
ら
し
に
関
す
る
疑
問
を
随
時
募
集
し
て
い

ま
す
。「
こ
ん
な
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
て
欲
し
い
」

「
最
近
聞
く
あ
の
制
度
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
？
」

な
ど
、
ぜ
ひ
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　
風
薫
る
季
節
が
や
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
皆
様
、

晴
れ
や
か
な
日
々
を
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。

電話（採用担当直通連絡先）

0120-999-647
［営業時間］9 : 30～ 18 : 00

（土日祝を除く）

アンケートに
ご協力ください

ご意見・
ご感想はこちらから

情報サイト

Irodori Biyori
お金や暮らしに関連する
情報やコラムを更新して
います。

公式 YouTube
保険見直し
本舗チャンネル
有識者へのインタビューや
保険・お金の豆知識動画
を配信しています。

情報サイト・公式 YouTube 更新中！
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ある日突然働けなくなってしまったら…家計はどうなる？ 公的制度と保険の活用法
お買い物上手になれる！？ 電子マネーとポイ活でキャッシュレスライフ

地域通貨ってご存じですか？ お買い物で地域を応援しよう！
コンサルティングアドバイザー Interview

社会保険労務士が教える！

給与明細から社会保障制度を学ぼう特 集 G
W
-2493 -20240331


